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は じめに

本稿の課題は,ド イツ連邦共和国における

主要 な財政問題 を概観することにある.と は

い うものの,ド イツ財政を網羅的に論 じるこ

とは私の能力を超えることで もあ り,さ しあ

た り私の関心の網にかかる問題 を羅列するに

とどまる.す なわち,第 一に トピカルな問題

として,ド イツの財政赤字 とそれへの対応策

としての改革プログラムを取 り上げる.通 貨

統合加盟 国に課 されている財政赤字対GDP

比3%以 内という規律に,ド イツはここ2年

続 けて違反 して しまってい る.そ の主たる原

因は,企 業体力の低下 と高失業 というデフレ

要因にあると考え られるが,シ ュレー ダー首

相はこの問題 に取 り組むための中期的プログ

ラム と して03年3月 に 「ア ジェンダ2010」

を発表 した.本 稿ではまず この アジェンダの

内容 を概観する.

第二 に,ア ジェ ンダ2010と 並行する形 で

検討が進め られてきた自治体財政をめ ぐる諸

改革 である.2002年3月 に招集 され,03年

7月 に討議を終 えた ところの,「 市町村財政

改革委員会」は,「 失業扶助/社 会扶助部会」

「地方税部会」 の二つの部会において,市 町

村財政 をめ ぐる主要な課題を検討 した.委 員

会は必ず しも一つの結論で一致 したわけでは

な く,前 者の部会報告 は多数派意見を主とし

て取 りまとめつつ も複数 意見併記の形 を と

り,後 者の部会では結局二つの改革案が対立

した まま決裂 したという経緯がある.本 稿 で

はこの二つの部会それぞれの論点 について検

討を加える.

第三に,州 問財政調整をめ ぐる問題である.

ドイツ統一後5年 間については,旧 東 ドイツ

諸州(以 下,新 州)の 財政問題は 「ドイッ統
一基金」による復興支援策の枠組みにおいて

取 り扱われ,州 間財政調整の対象外 とされて

きた.1995年 には,は じめて新州を含 めた水

平的財政調整が導入 されたのであるが,な お

大 きな東西財政格差が存在 してお り,旧 州の

とりわけ富裕州には,統 一のコス トをいつま

で引 きずるのかという苛立ちがある.98年 に

はこうした富裕州 による財政調整訴訟 も起こ

され,翌 年 に連邦憲法裁判所が現行財政調整

制 度の見直 しを迫 る判 決を下す に至 ってい

る.本 稿ではこの問題 について も概観 し,州

問財政調整の今後の課題 を考察する.

1.財 政赤字 と 「アジ ェンダ2010」

ドイッは現在,欧 州通貨統合加盟国の中で

最悪 の財政赤字 を抱えている.03年 の新規赤

字見込みは189億 ユー ロと,昨 年の約二倍 も

の額に達 し,財 政赤字の対GDP比 は3.5%に

達する見通 しとなっているP.こ れは,連 邦

基本法第115条 に定め る財政赤字の上限2'を

超えるばか りでなく,ユ ーロ参加国に要求 さ

れ る,対GDP比3%以 内 とい う財政安定化

協定の財政規律 にも違反す るもの となる.ド

イツはすでに2002年 に,大 規模 な洪水 に見

舞われたことによる被災者救済 ・復旧費用の

支出もあって,3%の 赤字上限を超過 し,EU

の経済 ・財務相理事会(ECOFIN)の 赤字是

正勧 告を受 けていたが,03年 お よび04年 に

も引 き続 き安定化協定違反 となるのはほぼ確

実の ようである.

この財政赤字の原因 として 水害 という

不測の事態は別 として も,次 のような ド

イツの経済状況 ・財政事情が考え られる.第
一には不況からの回復の遅れである.連 邦財
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務省に よれ ば,03年 の国内生産実質上昇率は

0.75%と 予測 され,03年 第1四 半期現在で ド

イツは2年 半以上の経 済停滞 の下にあるとさ

れ る3).世 界経済が回復傾向にあることか ら,

来年には ドイツ経済 も成長 に転 じる と考 えら

れ,財 務 省の予 測で も04年 に は2%の 実質

成長率 を見込 んでい る.し か しIMFに よれ

ば,ド イッはなおデ フレリスクが高い と判定

され,そ の要 因は,国 内需要 の低迷,企 業体

力の低下 と高失業,ユ ーロの財政安 定化協定

に規制 される金融 ・財政政策の余地 の狭 さに

あ るとされている4).

第二には,高 い失業率 による失業保険給付

や社会扶助給付の膨張 である.こ この ところ

失業率 はOl年 の9.4%,02年 の9.8%と 高水

準 で推 移 して きて お り,03年 の失 業 率 は

10%を 超 えると予測 されている「o).ドイッで

はこれ まで失業 とい うリスクに対 して 「三重

のセーフテ ィネッ ト」が設 け られて きた.す

なわち,失 業保険 による失業手当,失 業手当

受給権喪失後 に税財源 か ら給付 される失業扶

助,そ して社会扶助である.前 二者は連邦雇

用庁が管掌す る失業給付 であ り,後 者 は連邦

社 会扶助法 に基づいて自治体が執行す る公的

扶助 である.と りわ け,「 社会保 障の最後 の

網」 としての社会扶助 費の膨張が,自 治体財

政 を著 しく圧迫 して きた結果,自 治体の投資

活動 は10年 前 の水 準 に抑制 され,自 治体 の

雇用創 出策 に も十分な財源 を割 くことがで き

ない状況 となっている.

こ うした なか,シ ュ レー ダー首相 は03年

3月14日,連 邦議会 における演説の なかで,

「アジェ ンダ2010」 と題 した中期的な政策プ

ログラム を発表 した`).こ の政策 プログラム

に対 しては,与 党内や労働組合等か ら多 くの

反発 もあ ったが,SPDは5月1日 の 臨時党

大会で,ま た政権パー トナーであ る緑の党 も

同15日 の 党大 会で これ を承認 した.03年 の

8月 末 か ら ドイッ政府 は,「 ドイ ツは行 動す

るDeutschlandbewegtsich!」 をス ローガン

に,一 大 キ ャンペー ンを展 開 し,こ の政策 プ

ログラムの アピールに努めてい る.

「アジェ ンダ2010」 は次の ような七つの柱

を掲 げている.

① チャ ンス を与 える(職 業教育 ・職業訓練

の充実)

② よ り多 くの雇用 を(手 工業 ・零細企業へ

の規制緩和 と雇用創 出)

③家族 と職業(保 育サービスの充実)

④租税負担軽減(所 得税減税 と営業税改革,

自治体の投資活動推進)

⑤ より遅くからの年金(補 完的年金の導入)

⑥教育振興(全 日制学校化,新 州への研究

投資促進)

⑦再び就労を(失 業者の起業支援,失 業扶

助 と社会扶助 の統合 など)

この うち,⑦ ②⑦ はいずれ も雇用政策 ・労

働市場政策 に関わ る政策であ り,他 の項 目も

雇用機会創出や労働 力の質向上な ど,多 かれ

少なかれ失業対策 に関わる政策 プログラム を

提示 している.す なわち「アジェ ンダ2010」は,

深刻 さを増す 失業問題へ の対応 を軸 とした,

あ らゆる分野の雇用創 出策の集大成 となって

いる.具 体的内容 と しては,例 えば次の よう

なものがある.

第一 には,中 小企業 を中心 とした,起 業 ・

雇用促 進 のた めの各種 規 制緩和 や融資 であ

る.政 府 は中小 企業 を 「経 済発展 の原動力」

と位置づ け,記 帳義務 の最低 限引上げ,零 細

企業 にお ける解雇 規制 の緩和,「 労働 のため

の資本」 と銘打 つ中小 企業融 資プログラムな

どの一連の政 策 を打 ち出 している.さ らに,

04年 に予定 されている手工業令の改正 は,事

業所設立時の最低 条件緩和や,特 定危険業種

を除 く事業所設立者の親方資格要件 の撤廃 を

含 む もの とされてい る.す で に03年 に改正

された職業教育 法 によって,職 業訓練の実施

者を親方資格者 に限 るとい う規制を緩和 して

いるが,こ うした動 きは,中 世以来の伝統 を

持つ同業者組合 ・親方制度 を空洞化 させ る意

味 を持つ ものであ り,法 改正 には関係団体 の

抵抗が大 きい と思 われ る.

第二 には,職 業教育 ・職業訓練 の充実であ

る.従 来 は職業教育者適性令 に基づ き,企 業

において職業教育 ・研 修 を行 う場合 には,教

育 ・研修実施者の適性 に関す る定期 的な検 定

を受ける義務 を課 していたが,同 令 の適用 を

5年 間にわた り停止する もの とした.ま た併
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せて職業教育 の場 を提供す る企業に対す る融

資制度をも設 け,職 業教育の場の拡充 を図っ

ている.ド イツは資格社 会の国として知 られ

ているが,学 校 教育 において も一定期 間の職

業実習(Prak七ikum)が カリキュラムに義務

付 け られてい るほか,ほ とん どの職業 では,

それぞれの職種 に即 した職業訓練や資格取得

が必須であ る.し か し若年失業者の多 くはこ

う した資格要件 を十分 に満 た してお らず,彼

らの就労 を促 すためには まず職業教育 ・訓練

が不可欠なのである,

第三には,労 働力の質 を高めるための,学

校教育の充実 であ る.OECDに よる2000年

の生徒学習到達度調査(PISA:Programfor

InternationalS七udentAssessment)で,ド

イッは調査対象31ヶ 国中,総 合読解力21位,

数学 的 リテ ラシー,科 学的 リテ ラシー20位

とい う,惨 憺 た る評 価 を受 けた。 この 「ピ

サ ・ショック」 を踏 まえて政府は,03年 の教

育研究予算 を対前年比3%増 とした.た だ し,

教育研究予算 は長年 にわた り削減の対象 とさ

れて きたため,な お98年 の予算額 に比べ て

25%も 低 い もの にとどまっている。 この教育

研究費増額分の約半分が,義 務教育学校 の全

日制化(ド イッの義務教 育 は半日制であ る)

を進めるプログラム として投 じられる。

第四には,医 療保険負担や租税負担の軽減

であ る。医療保 険につ いては,法 的医療保険

医療 費年額1400億 ユー ロの うち,04年 には

100億,そ れ以後07年 まで年額230億 ユ ーロ

の保険会計負担軽減 を図 り,そ れによって平

均保険料率 を引 き下 げてい く計画が立て られ

てい る.租 税負 担 について はすでに2000年

税制改革 以降,大 幅 な個 人 ・企業減税 が図 ら

れて きてお り,現 在 は減税 プログラムの第三

段階 に位置づ け られている.00年 改正以前 と

比 較 す れ ば,例 え ば 所 得 税 の 最低 税 率 は

22.9%か ら最 終 的に は15%に,最 高税率 は

51.0%か ら45%に まで引 き下げ られ るこ と

になる.ま た法 人税 についてもすでに税率 の

大幅引 き下げがな され,営 業税等を も含めた

企業課税 の表面税 率 は40%程 度 にまで下 げ

られるに至 ってい る7).た だ し,02年 には洪

水被 害者救済 ・復旧のための税源確保のため

に若干の増税 を行 ってお り,ま た後述す るよ

うに,04年 には市町村税であ る営業税の改革

によって地方税の増収 を見込んでいる.

これ らの個別 の雇用創出プログラム とは別

に,ア ジェ ンダ2010が と りわけ重点 を置 く

改革課題がある.第 一 に,失 業扶助 と社会扶

助の統合,な い し連邦 雇用庁 の地方機関であ

る労働局 と社会扶助の執行主体 であ る自治体

社会局 との役割分担再編 による,自 治体の社

会扶助費負担 の軽減.そ して第二 に,市 町村

税改革 による自治体財政難の打 開 と,自 治体

の投資活動の促進,で あ る.こ の二つ の政策

課題 は,ア ジェ ンダの発 表 に先立 って02年

3月 に招集 されていた市町村 財政改革委員会

の二つ の部 会(「 失業扶助/社 会扶助 部 会」

「地方税 部会」)に おいて検討 され ていたが,

03年8月 に最終委員会が開かれ,お お よその

改革方針が打ち出され たところである。次項

ではこの委員会報告 に焦点 を当て,こ れ らの

改革課題 をめ ぐる論点 を明 らかに していきた

い。

2。 失業扶助 と社会扶助 の統合

高失業率の下で,し か も連邦政府 の財政緊

縮に よって失業保険の受給要件が引 き上げ ら

れる下で,「 社会保 障の最後の網」 と しての

社会扶助は,90年 代半ば よ り急増 を遂げて来,

自治体財政 を著 しく圧 迫す るに至 っていた.

社会扶助支 出は 自治体 の経常会計支 出総額の

約4分 の1を 占めるほ どに膨れ上が り,そ の
一方 で 自治体 の投 資的支 出は10年 前 の水準

にまで抑制 されてきたのであ るX'.

こ うした状況下で,自 治体 は自ら労働市場

政策 に乗 り出す ことに よって,こ の財政負担

を保 険会計へ と押 し戻 そ うとして きた.す な

わち,社 会扶助受給者 に対す る雇用創出,職

業訓練,就 労斡旋等 を内容 とす る 「就労扶助」

政策であ る9〕.こ れには 自治体や協力 団体 に

よる公益 的雇用(第 二労働市場:社 会保 険義

務のない雇用)の 開拓 と斡旋,社 会保険加入

義務 のある民 問企業(第 一労働市場)が 社会

扶助 受給者 を雇用する際の補助金,連 邦雇用

庁 の地域 機 関であ る労 働 局 に失 業登 録 を さ
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一

せ,労 働局の資源である職業訓練や職業斡旋

を受けさせること,な どの措置が含 まれてい

る.と りわけ近年増加する若年失業者に関 し

ては,失 業保険受給資格を得ないまま社会扶

助に直行するケースが多 く,こ のことが社会

扶助費増加の要因のひとつをなしていたので

あるが,就 労扶助政策は彼 らが職業資格を得

るための教育 ・職業訓練を行い,第 一労働市

場に統合することに重点を置いてきた.

他方で,失 業保険給付受給要件の引上げや

給付水準の引下げの下で,失 業扶助が失業者

の生活を十分に保障し得ないものとなった結

果,失 業扶助 と社会扶助の併給ケースが増加

するに至っていた.こ の経過の中で,失 業保

険業務の実施主体である労働局 と自治体の社

会扶助執行主体である社会局 との問で,共 通

する対象者に関する業務の共同化が進められ

るようになってきたのである.

こ う し た 背 景 の 下 で,連 邦 労 働 社 会 省 はOl

年 に 労 働 局 と社 会 扶 助 施 行 者 の 連 携 強 化 に 関

す る モ デ ル 案(MoZArT:Modellvorhabenzur

BesserungderZusammenarbeitvon

A士beitsamtemundTragemderSozialhilfe)

を 作 成 し,01年 か ら03年 ま で 年 額1530万 ユ

ー ロ の 予 算 を投 じて
,28団 体 を指 定 し た パ イ

ロ ッ ト ・プ ロ ジ ェ ク トに 着 手 し た'o〕.な お プ

ロ ジ ェ ク ト に 先 立 ち,2000年11月 に 「労 働

局 と社 会 扶 助 実 施 主 体 の よ り よ い 協 働 の た め

の 法 律 」")が 制 定 さ れ た.同 法 は04年 末 ま

で の 時 限 立 法 と し て,雇 用 促 進 法 と社 会 扶 助

法 の 双 方 に,プ ロ ジ ェ ク ト(MoZArTプ ロ ジ

ェ ク ト)の た め の 実 験 条 項 を 盛 り込 む もの で

あ っ た.

こうしたパ イロ ット ・プロジェク トの一方

で,連 邦政府 は諮問委員会 に対 して,労 働局

再編 の方策 の検 討 を委ね ていた.「 失業の縮

小 と労働局 再編のた めの委員 会」(委 員長の

名前 を冠 し,「 ハ ルッ委 員会」 と通称 され る)

は02年8月16日,報 告書 「労働 市場 をめ ぐ

る現代 的なサー ビス提供」 を提 出 した]2〕.こ

の報告書 につ いて は,9月 に行 われた総選挙

の直前 に提 出された こともあ り,選 挙対策 と

してのア ピールとい う性格 も強 く,ま た委員

会の性格上経済政策 を含 めた総合対策で ない

とい う弱 み もあ り,雇 用対策の具体的 な内容

を欠 くとの批判 もあ る'3〕が,こ こで も労働局

と社会局の連携 強化 と,失 業保険給付の再編

がうたわれていた.

さらに,03年4月 に出 された市町村財政改

革委員会の 「失業扶助/社 会扶助」部会報告
'4}では

,よ り具体 的な改革提案に踏み込んで

いる.す なわち,失 業扶助 と就労能力ある者

に対す る社 会扶助 とを統合 した新給付(失 業

手 当H)を 新設 し,こ れを連邦雇用庁が管掌

す るとい うものである.こ の両扶助 は,雇 用

促進法 と社会扶助法 とい うそれぞれ別の法 的

根拠 に則る給付 であ り,前 者は連邦雇用庁 と

その地方機 関である労働局が,後 者 は自治体

の固有事務 として社会局 がそれぞれ担って き

た業務である.社 会扶助 は生活に困窮するあ

らゆる国民 に対す る援護 であるが,そ の うち

の失業 を理 由 とす る受給者,す なわち就労 能

力 ある受給者 に対す る給付 ・サービスを労働

局 に移管 し,従 来 の失業扶助 との一元化を図

ろうとする ものである.統 合後の給付や就労

促進措置は,労 働局 を再編す る形 で新設 され

る 「ジ ョブセ ンター」 において取 り扱われる

こ とになる.移 行期 としてはこの 「ジ ョブセ

ンター」 に 自治体 の就労扶助部門が参画す る

こともあ り得 るが,提 案 の趣 旨としてはこれ

に関わ る費用 を全 て連邦雇用庁が負担するこ

とによって,自 治体 の財政負担を大幅 に軽減

す ることをね らい としているのである.部 会

の試算に よる と,こ れによる自治体の財政負

担軽減 は約104億 ユー ロ,市 町村 経常会計歳

出総額の1割 近 くに達 する規模であ る.

新給付の担い手に関 して注目すべきは,地

方関係団体の見解が分かれたことである.都

市会議(郡 格市の団体),市 町村 同盟(郡 所

属市町村の団体)の 代表は新給付が連邦雇用

庁所轄となる案を支持 し,郡 会議代表は自治

体が新給付の担い手 となる案を支持した.こ

れは,都 市部 と郡部 とでは,失 業扶助受給者

数と社会扶助受給者数の比率が異なるという

事情を反映 している面もある.郡 部では失業

扶助受給者に比べて社会扶助受給者の比率が

高 く,両 者を統合 した新給付 を郡が担うこと

に抵抗が少ないものとも考えられる.し か し
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郡 から社会扶助事務 を委任 されてい る郡所属

市 町村が逆 の立場 に立 っているこ とを考 える

と,問 題 はそれだけではなさそ うだ.

ドイツの 自治体 はこれ まで,就 労扶助政策

の実施 を通 じて,ロ ー カルな レベ ルでの積極

的労働市場政策 の可能性 を実証 してきた.高

失業率の下 での社会扶助受給者の増大が自治

体 にとって大 きな財政負担 をもた らして きた

訳 であるが,自 治体 はそれ に甘ん じて きたわ

けではない.就 労扶助政策 を通 じて,自 治体

は地域的な積極的労働市場政策の意義を自 ら

見出 し,実 績 を挙 げて きたのであ る。104億

ユーロの負担軽減 と引 き換えにこうした地域

社会経済に対す る 自治体の政策的影響力 を放

棄す ることを疑 問視す る声 もあ り,郡 会議の

見解 はこ う した立場 か らの もの と考 え られ

る.

3.地 方税改革 をめ ぐって

市町村財政改革委員会地方税部会の中心的

な論点は,市 町村税 としての営業税の再編如

何にあった。 そ もそ も営業税 は不動産税 とな

らぶ 市町村の固有税源 として,1960年 代まで

は市 町村税 収 の8割 を も占める税 源 であ っ

たsし か し,70年 か らの所得税分与の開始 と

営業税納付金(市 町村か ら連邦 ・州へ の逆交

付)導 入 を嗜矢 として,連 邦 ・州 ・市 町村税

源の混合化 ・共通税化が進んでいった.ま た,

80年 の賃金額税 廃止 と所得税 分与率引 き上

げ,98年 の営業資本税廃止 と売上税分与開始

によって,営 業税の課税 は,応 益主義的 ・外

形標準的な課税か ら純収益課税へ と変貌 を遂

げるとともに,税 源の共通税化が さらに進め

られた.こ う して営業税 は,こ こ30年 ほ ど

の問,絶 えず空洞化 され,市 町村の固宥税 と

しての地位 を後退 させて きたことになる.

特 に ドイッ統一以後は,ド イッ統 一基金へ

の納付金(91年 ～)お よび連帯協定 による加

算(95年 ～)に よって,営 業税納付 金が引 き

上げ られる とともに,減 税政 策による連邦 ・

州の減収分 を営業税納付 率引 き上げで賄 うと

いったこ とのため に,市 町村 にとっての営業

税純収入 は一層少 な くなっていった.し か し

他方で,社 会扶助 費を中心 とす る自治体 の歳

出増加圧力 は高 まる一 方であ り,し か も通貨

統合のための財政赤字抑制 は自治体に とって

も至上命題であったため,自 治体財政は著 し

い財政 ス トレスに さらされてい た.市 町村財

政改革委員会は,こ うした自治体財 政の窮状

を背景 に,歳 入面 ・歳 出面 にわたる改革案 を

検討す るために招集 されたのである.

地方税部会の主 要な論点 は,営 業税 を再 び

市町村税の基幹財源 として位置づけ直す こと

が可 能であ るか どうか,で あ った.そ の鍵 を

握るのは,営 業税 の課税標準である.そ もそ

も営業税 は,歴 史的に外形標準課税 として発

展 して きた もの であっ て,戦 後か ら60年 代

まで,賃 金額,資 本金額。収益額の三つ を課

税標準 として きた,そ の うち賃金額,資 本金

額課税が相次いで廃止 され,現 在は収益額の

みの課税 となるに至 って いる.こ うした営業

税課税ベースのイロージ ョンの過程 で,地 方

団体 の側か らはこれを付加価値税 として再編

すべ きとの議論が絶 えず行 われて きたので あ

る.

ドイツの地方付加価値税案 は,1982年 の西

ドイツ(当 時)連 邦財務省学術顧問団報告'」1

にお ける提 案を噛矢 とす る。 この提案 は,営

業税 ・不動産税 を廃止 した上で,自 曲業 ・自

営業 を含むすべ ての製造業 ・サー ビス業 など

を納税義務者 とす る直接税型の付加価値税 を

導入 しようとす る ものであ った.課 税標準 は

付加価値総額,す なわち支払賃金額,賃 貸料,

支払利子,実 現利益,賃 借料 を加算法で捕捉

し,税 率 は2.5%～3%の 比例税率 とす るが,

市町村 による税率操作権 を認める というのが

その提案であった。 しか し,こ の改革案 は財

界の反対にあって結局は 日の 目を見 ることは

なか った.

98年 の営業資本税廃止 に際 して も,そ の代

替財源 として付加価値税案が再度浮上 したの

であ るが,結 局導入 されたのは連邦 ・州の共

通税 であった売上税の市町村 分与,す なわち

直接 税 としての加算型付加価値税で な く間接

税 としての付加価値税であった.結 局の とこ

ろ,98年 の時点で直接税型の付加価値税 が実

現 しなかったの は,企 業負担 の増加 に対す る
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懸念 の故 であ った.そ もそ も98年 の税制 改

革 は営業 資本税廃止 による企業負担軽減が主

眼であったために,付 加価値税導入によって

その負担軽減効果が相殺 されるおそれがあっ

た こと,ま た加算型付加価値課税標準 に支払

賃金総額が含 まれていることか ら,80年 に廃

止 された賃金額税 の復活へ の抵抗感が強か っ

た ことと,賃 金額への課税が雇用情勢 を一層

悪化 させ る との懸念が もたれたことがその理

由である.つ まる ところ,こ の間の税制改革

は,連 邦政府 による企業減税政策が至上命題

であって,地 方税 はそれに従属 させ られて き

たので ある.ド イツ都市会議 の,「 営業税 の

将来像 に関 しては,企 業課税改革の枠組み に

おいてではな く,緊 急 に必要 な市町村財政改

革の枠組 みにおいてのみ決定 されるべ きであ

る」16)との主張 に見 られるように,こ れまで

の税制改革 には財政分権化へ の観点が欠落 し

て きた とい える.

なお,ド イツ都市会議 ・市 町村同盟 ・郡会

議の地方 関係3団 体 は03年3月 に共 同で営

業税 改革案 を提 出 した'η.こ れは まさに市町

村財政委員会地方税部会での審議 を横 目で睨

みつつ提 出された ものであ り,部 会での議論

に一石 を投 じよう とした もの といえる.こ れ

らの団体が提示 した改革案 は,「 営業税 の現

代化」 をスローガ ンとする もので,営 業税 に

よる税収 の安定的確保 をね らい としている.

納税義務者 に自営業者 ・自由業者 をも含めて

いるこ と,ま た課税標 準 として営業収益 に利

子,家 賃,地 代,リ ース料等 を加算す るもの

となっているこ と,税 率は比例税率 とす るこ

と,と いった内容 を含 んでいる点で,「 付加

価値税」 とい う表現 こそ用 いていないが,実

質的な内容 として は学術顧 問団がかつて提案

した加算型付加価値税 但 し支払賃金額 を

除 く課税標準 に限 りな く近 い提案 となっ

ている.地 方税 としての付加価値税導入が三

度 目の正直 となるか どうかが注 目されている.

03年7月3日,市 町村財政改革委員会 は最

終会議 を開催 したが,委 員会 としての統一 し

た報 告書 を出す には至 らなかった.前 述の よ

うに同委 員会の二部会 の うち,「 失業扶 助/

社会扶助」部会 はすでに4月 に報告書 を提出

し,失 業扶助 と社会扶助 を連邦雇用庁管轄の

下 に統合す る とい う多数派意見 を示すことで

ほぼまとまってはいた.し か しもう一方の部

会である 「地方税部会」で は,異 なる二つの

改革案が提 出され,委 員会 としての統一案 を

得 るには至 らなかった.

この二つ の改革案 とは,次 のような もので

ある'8〕.一方 は,自 治体側 の提案にほぼ沿っ

た形の営業税改革案であ る.納 税義務者 に自

由業者等 を含め,課 税標 準に利子,家 賃,地

代,リ ース料等 を含める ことで課税ベースを

拡張する ものであ る.他 方の案 は ドイツ工業

同盟,商 工会議所,手 工業者協会な ど経済界

側が主張す る,営 業税 お よび所得税地方分与

の廃止 と所得税 ・法人税へ の地方付加税に よ

る代替であ る.

二つの案 にはいずれ にせ よ,問 題がないわ

けで はない.営 業税 に収益 と無関係 な外形標

準が導入 されることは,欠 損 企業に対する課

税 を意味 してお り,資 本元本 を侵害す るおそ

れがある.実 際 に経済界側 は,営 業税が再び

外形標準課税 となることを強 く警戒 し,特 に

赤字 法人へ の課税 に反発 した.ま た,約80

万 人 といわれ る 自由業者へ の課税 に関 して

も,関 係 団体の強い反対があるほか,所 得税

か らの控除 によって税収増加が相殺 される こ

とへの懸念 もあ る.他 方営業税 を廃止 し,自

治体の主 たる税財源 を所 得 ・法人税付加税 に

求めれば,都 市 と近郊 自治体 との対立,な い

し都 市の空洞化 を促すおそれがある.す なわ

ち,近 郊 自治体が比較 的高い所得税源 をもつ

のに対 し,都 市 は高い財政需要を賄 うため に

付加税率 を引 き上げ る圧 力にさ らされ,そ の

結果企業や住民の郊外へ の流 出を助長する こ

とになるとい う懸念であ る.

市町村財政改革委員会が統一的な改革案づ

くりに失敗 したこ とを受 け,連 邦政府 は独 自

の改革法案 を8月 に連邦議会に提出すること

を明言 した19).政 府 案 とは,「 ア ジェ ン ダ

2010」 に示 した改革案,す なわち失業扶助 と

社会扶助の統合 による新給付 と連邦雇用庁に

よるその所管,営 業税 の課税 ベースの拡張で

ある.す なわち,地 方税 改革に関しては自治

体側の改革案 をベース と した法改正が進め ら
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れ る こ と に な っ た の で あ る.

この結果 を受 けて,地 方関係団体 は概 して

歓 迎 の 意 を表 した.ド イ ツ都 市 会 議 は,

「我 々が長 い間要 求 して きた市 町村財政 改革

が2004年1月1日 に施行 され るこ とを期待

す る.つ ま り,営 業税 の現代化 と社会扶助費

負担の軽減であ る」 とコメ ン トした20,.ま た

ドイッ市町村 同盟 もこの結果 に賛意 を示 し,

連邦政府野党 に対 して,営 業税改革への反対

を撤回す る よう求 めているev.連 邦政府 は8

月末に改革法案 を議会 に提 出 し,04年1月1

日施行 を目指 している。現在,議 論の場 は連

邦議会 ・連邦参議院に移っているが,審 議は

難航 してい る.

他方で市町村 財政改革委員会 は,今 後 も自

治体の財政状況 に鑑みて,な お必要な措置 を

講 じてい くべ きことを決議 した。 これを踏 ま

えて.連 邦政府,内 務省,財 務省,自 治体関

係団体 な どで構成 され る審議会で,上 記改革

点以外の問題 について議論を進 めてい くこと

となった.

都市会議 は この審議 会の課題 と して,「 注

文 した者が支払 うWerbestellt,bezahlt」 と

いうモ ッ トーの下 で,自 治体 の立法過程への

参画,事 務 と負担 の責任関係の点検 を通 じて.

いわゆる牽 連性 原則Konnexitatsprinzipの

実現 に努 めて い くことが有用 であ る と述 べ

た22.ま た,郡 会議 もこの審議会で議論すべ

き自治体 財政上 の構造 的課題 として,牽 連性

原則の導入,不 動産税 の改革 などを挙 げたL'3'.

牽連性原則 とは,意 志決定者 ・執行上の権 限

責任主体 ・費用 負担者が一致するべ きとす る

考え方であ り,前 述 の学術顧 問団報告の中に

もこ うした発想 が見 られたが,近 年の新 制度

学派 やNPMの 台頭 の影響 もあ り,改 めて注

目を集め る ようになった概念である24〕.奇 し

くも都市会議 ・郡会議双方が挙げる 「牽連性

原則」 とい うキー ワー ドか ら推測す るに,自

治体への一層の事務 ・権 限の移譲 と,市 町村

の租税 自治の さらなる強化 とが,引 き続 き課

題 となるに違いない.と はいえ,前 述の失業

扶助 と社会扶助 の統 合案 ではむしろ,分 権化

に逆行す る印象 を免 れない.自 治体の財政負

担軽減の名の下 に労働市場政策の中央集権化

を企図 しつつ,財 源面 では分権化 を図ろうと

しているこの改革 の矛盾 した性格 は,ド イツ

における分権化がなお過渡 的な もの にとどま

り,今 後紆余曲折 を経 るであろ うこ とを示唆

している.

4.州 間財政調整 をめぐる諸問題

周知の ように,ド イ ッは州 の間で水平的 な

財政調整制 度を採用 しているほ とん ど唯一の

国 といって よい.と はいえ,実 際 の ところ,

共通税配分や連邦補充 交付金 といったいわば

垂直 的財政 調整 の機 能が拡 充 され る につれ

て,財 政調整 は州相互 問の限界的で小 さな調

整 にとどまるべ きとい う制度発足時 の理念 は

形骸化 し,水 平的調整 を備 えた垂直 的調整の

比重が高 まっている状況 にあるL'5.財 政調整

が 「限 界的 で小 さな調 整 」 で あ るべ きか,

「連邦領域 におけ る生活条件の統一性」(基 本

法第106条 第3項2)を 保障す るものであ る

べ きか とい う議論 は,制 度発足時以来なされ

続 けて きたのであ る.1999年11月 に出 され

た州 問財政調整制度に対す る連邦憲 法裁判所

の判決 も,こ うした論争 を背景 としている2D.

連邦 ・州 レベ ルの財政調整 は,共 通税で あ

る売上税の配分(な お,共 通税の所得税 ・法

人税 は財政調整機能 を持たせずに各州 に配分

される),水 平的調整,連 邦 の補 充交付金 に

よる垂直的調整,の 三つか らなる。

まず第一段階 としての売上税配分 は,共 通

税で ある売上税 の うち州配分額 を,75%を 人

ロ比 で,25%を 財政力 を甚斗酌 して各州に配分

する ものである.25%部 分につ いて は,ひ と

りあた り州税が全 国平均 を下 回る州 に対 して

不足分 を補填す る形 で配分 される.

第二段階の水平 的調整 は,ひ とりあた りの

税収 に人口や特別需要 に関 して補正 を行った

「財政力測定値」 を指 標 とし,こ れが全 国平

均の一定割合に満 たない州 に対 して,平 均 を

上回る州か らの拠 出を もとに配分 を行 う仕組

みである.従 って,富 裕州 はこの拠 出を負 担

し,財 政力弱体州 はここか ら配分 を受けるわ

けで あ り,州 問の財政力格差が大 きい場合 に

は,お のず と富裕州か らの拠 出額 は大 きい も
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の と な る.

第三段階は,財 政力弱体州に対する連邦政

府からの垂直的な補充交付金である.第 二段

階の財政調整で補填 されなかった不足額の

90%を 交付する.

ドイツ統一後5年 間については,新 州 は州

問財政 調整 に加 わ らず,「 ドイッ統 一基金」

に よる復興支援の枠組みに よって支援 され る

こととされていた.95年 より新州を含めた財

政調整 システムが 開始 されたが,東 西の財政

力格差 はなお大 きいことか ら,州 間財政調整

を通 じた財源 の移転 はおのず と巨額な もの と

な らざるを得 ない.現 在の財政調整の仕組み

は さしあた り05年 まで 「暫定的 な制度」 と

して存続す るこ ととなっているが,そ の後の

州問財政調整 のあ り方 をめ ぐっては,州 間の

対立 は必至であった.

こう した状 況下 で,バ イエ ル ン,バ ーデ

ン ・ヴ ュルテ ンベ ル ク,ヘ ッセ ンの三 州 は

1998年 に,現 行の州問財政調整が過度の平準

化 を志 向 している とし,連 邦憲法裁判所 に現

行制度 の違 憲性 を訴 えた.99年11月 に下 さ

れた判決 は,現 行制度の暫定性 を追認 しつつ,

05年 以 降の財政調整 に関 しては,配 分の基本

的な原則 を定 める 「基準法」 を制定 し,こ れ

に則 った制度改正 を行 うべ きとした.特 に水

平的調整 におけ る財政力測 定値 の算出方 法,

その人 口補正や特別費用の掛酌のあ り方 など

を精査 し,基 準化す ることが求 め られたので

ある.判 決 はまた,連 邦補充交付金の規模が

巨額 になってい る現状 につ いて,「 暫 定的 な

もの」で あるべ きとしている.す なわち,東

西 の財政力格差の現状 に照 らして当面は不可

避 ではあ る ものの,将 来的には縮小 してい く

べ きもの と してい るのである.な お,こ の判

決 を受 けた 「基 準法」 は01年7月 に成立 し

てお り27),今 後 は05年 以降の財政調整への具

体化が進め られてい くことになる.

この訴訟お よび判決が示唆す るのは,以 下

の ような諸点であ ろう.第 一 に,財 政調整に

おける平準化の度合い に関 して,財 政調整が

そ もそも担 うべ き機能 と範囲が問われてい る

といこ とで ある.す なわち,各 州の財政的 自

己責任 を強調 し,財 政調整は最小規模 である

べ きとする 「競争 的連邦主義」 と,州 問の連

帯性 を強調 し,水 平 的な財政力格差 を緩和す

るため には一定規模 の財政調整が必要である

とす る 「協調 的連邦主義」 とのせめ ぎあいで

ある.州 問財政調整 をめ ぐる訴訟はこれで三

度 目であるが,過 去 のケースも含め,い ず れ

も富裕州の 「過剰平準化」 に対す る批判 を背

景 としてい る.財 政調整の規模縮小,個 々の

財政主体の 自己責任強調,と い う議論は,わ

が国の交付税交付金改革論議を髪髭 とさせ る

もので もある.

第二に,今 回の訴訟 に関する特殊性 として,

ドイツ統一後 の東西財政格差が今後 どのよう

に縮小 してい くのかの見通 しが得 に くい,と

い う問題が ある.統 一か ら十数年 を経てなお,

東西 の財 政力格差 は拡 大す る傾向す ら見 え,

「暫定 的」 であ るべ き新 州へ の重点配分がい

つ終息 して行 くのか は,い まだ予見で きない

状況 にある.提 訴 した諸州 には,こ うした統
一の コス トを永久 に担い続 けるこ とになるの

ではないか という懸念 もあろ う.こ こでは十

分 に展開す る余裕 を もた ないが,統 一の財政

的帰結 と現段 階の評価,な お存在す る東西格

差 をどう捉 えるか とい う諸問題は,今 後の私

自身の研究課題 として措 いてお きたい.

おわりに

本稿 を執筆す るにあた って,こ こ数年の ド

イツ財政に関す る論文 を検索 したところ,ア

カデ ミックな研究論文の件数が決 して多 くは

ない とい うことに気づい た.無 論,検 索方法

によって漏 れている もの もあろ うし,私 の無

知 によるものか もしれない.し か しドイツ財

政 をめ ぐる雑誌論文の多 くが,官 庁関係の レ

ポー トや在独 日系企業への情報提供的な もの

によって占め られてお り,学 術論文の本数が

極めて少 ないことが気になった.単 なる危惧

であれば よいのだが,学 会 において も外国研

究,特 に第二外国語 による外 国研究の報告が

近年 とみ に減少 しているように感 じられ る.

外国研究には,言 葉の壁や資料文献入手上

の困難などの障壁は確かにある.し かし近年

の情報化に伴って資料文献入手は以前より格
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段 に容易 になってお り,英 語情報の入手可能

範囲 も拡大 して きてい る。

外国研究 をする ことの意味 については,絶

えず 自問 してい るのだが,結 局の ところ明快

な答えを得ているわけではない.し か し自国

の システム を相対化 して見 る,日 本 に輸入 さ

れる前の改革手法 ・政 策手段 を知る,あ るい

は他国の動向 を日本のシステムに敷桁 させて

考える,と い う時に,外 国研究 は有用であ り,

また興味深 くもあ ると私 は考 えている.若 手

研 究者が こ うした研 究分野 に意欲的に参入 さ

れる ことを心 より願 ってやまない.

追記

本稿脱稿後,市 町村 財政改革 をめ ぐる情勢

に変化があ ったため,追 記 してお きたい.

03年12月19日,ド イツ連邦議会お よび連

邦参議院はe「 アジェ ンダ2010」 に沿 って提

出されだ 一連の改革法を成立 させた.こ の な

か には社会扶助 と失業扶助 を統合 した 「失業

手当H」 の新設が含 まれているが,営 業税改

革について は本稿で述べ た議論状況 か らはや

や異 なる結果が盛 り込 まれている。

8月 に両 院に法案が提 出 されて以降,営 業

税改革につ いては外形標準化 を含む政府案が

経済界側か ら強い反発 が出て,審 議が難航 し

ていたが,ll月 に政府 は調停委員会 を起 こし,

この 問題へ の対応 を委ね た形 となっていた.

12月14日 に は同委員 会が調 停案 を提 出 し,

地方団体側が この案 を呑 む形 で妥協 を行 った

ことにより,営 業税 改革は最終決着 をみた こ

とになる.こ の調停案に よれば,当 初連邦政

府が提案 していた営業税の外形標準課税化,

す なわち納税義務者の 自由業 ・自営業者への

拡張 と,家 賃 ・地代 ・リース料等 を課税標準

に含 めるこ とによる 「付加価値 ―支払賃金」

課税 化は,当 面見送 られるこ とになった.そ

れに替わ り,04年 度 には営業税 納付金 を約

10%軽 減す ることで物 質的な妥協 を図ったの

で ある。従 って04年 度 には営業税外形標準

化 は見送 られたものの,自 治体側は今後 も継

続 して営業税 の根本的な改革 を求めてい きた

いとしてお り,こ の問題 はなお税制改革 にお

ける種火 と して残 され ることになった。
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